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飯田市立病院 ベッドサイドロッカー供給に関する仕様書 

 

１ 目的 

  ベッドサイドでの入院生活支援。 

 

２ 契約方法 

  物品供給契約 

 

３ 物品、数量及び納入場所 

（１） 物品   ベッドサイドロッカー 

（２） 数量   合計 325 台 

（３） 納入場所 飯田市八幡町４３８番地 

 

 

４ 納入期限 

  提案書に記載された期限 

  ただし、床頭台ユニットと同時に入替を実施すること。 

 

５ 納入価格 

価格提案書に記載された額。 

 

６ 契約保証金 

  契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 とし、その納入は免除とする。ただし、契約を履行し

ない場合は、契約保証金に相当する金額を違約金として納付すること。 
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ベッドサイドロッカー参考図 

７ ベッドサイドロッカー仕様 

  患者が利用することを踏まえ、安全性、利便性に配慮したベッドサイドロッカーとすること。 

1） 外形寸法は、ベッド横に設置できる大きさで、横幅 500mm 以下、奥行 525mm 以下、高さ

1,700mm 以下とし、床頭台ユニットと同サイズとすること。 

2） 主材質は、木製で濃度の高い薬液を使用した清拭に耐えうるものであること。また、色

は、病院と協議して決定すること。 

3） キャスターによる移動ができ、キャスターは、足元ペダルにより４輪一括でロックがで

きること。また、転倒防止に配慮すること。 
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８ 既存ベッドサイドロッカー 

（１） 既存ベッドサイドロッカーの撤去、運搬及び処分を実施すること。 

（２） 上記に係る費用を納入価格に含めること。 

 

 

 

 

９ 契約の解除 

  次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除することがある。 

① ベッドサイドロッカー供給事業者が本仕様書の内容に違反したとき。 

② ベッドサイドロッカー供給事業者が応募資格を偽り、又はその他不正な手段によってこの

契約をしたとき。 

 

10 契約の締結 

別紙「物品供給契約書（案）」により契約書を作成するものとする。 

 

11 その他 

契約の締結後、本仕様書に定めのない事項や疑義が生じたときは、ベッドサイドロッカー供給

事業者は飯田市立病院と協議の上、決定及びその指示に従うこと。 

撤去場所 台数（台）

３階西病棟 47

３階東病棟 42

４階東病棟 46

５階西病棟 46

５階東病棟 43

６階西病棟 50

６階東病棟 44

予備(４階西） 34

計 352

既存ベッドサイドロッカー写真 

サイズ 

全体（最長部） 

W610 D625 H2035 

上部収納部 

W520 D380 H750 

下部収納部 

W520 D260 H1050 


